
- 5 -

第２号様式(第６条関係)         記 入 例 

○ 記載のような施設があるわけではありません。また、内容は、市の推奨や考え方を示したも
のではありません。
○ 「★」は、記入に当たっての留意事項です。
○ 該当しない項目があっても削除しないでください。左欄の表示事項は加除・変更せずに、右
欄への表現を工夫してください。書式中の（注）は、入居希望者の理解を助けるため、削除し
ないでください。
○ 重要事項説明書は、入居契約書及び管理規程の内容を記入することに留意してください。
○ 提出いただいた重要事項説明書は、市ホームページ等で公開します。

有料老人ホーム重要事項説明書 

                           作成日   平成２４年７月１日 

１ 事業主体概要 

事業主体名 川崎市株式会社 

代表者名 代表取締役 川崎 太郎   ★役職名を記載する。

所在地 川崎市○○区△△町○丁目○番地○号◇◇

電話番号 ０４４（２００）○○○○ 

ホームページアドレス ★ある場合のみ記載する。

資本金(基本財産) 資本金2,000万円

主な出資者(出捐者)とそ

の金額又は比率 ※１

川崎太郎1,000万円、川崎花子600万円、川崎正夫400万円
★金額の表示が困難な場合は、出資比率でも可。

設立年月日 平成１２年４月１日

直近の事業収支決算額 ※２
(収益)300,000千円 (費用)290,000千円 (損益)10,000千円
★事業主体が親会社の場合は連結決算とし、その旨を記載する。子会
社の場合は単独決算とする。

主要取引金融機関
○◇銀行×□支店 
★複数の場合は、併せて過半を占める銀行を記載する。

会計監査人との契約
無 ・ ○有（ ○△監査法人 ）
★外部監査の導入の有無について記載する。

他の主な事業
介護保険指定事業（訪問介護、通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ）、飲食業
★有料老人ホーム以外の事業を記載する。

※１ 出資(出捐)額の多い順に上位３者の氏名又は名称並びに各出資(出捐)額又は比率を

記入。 

※２ 原則として、収益は売上高＋営業外収益、費用は売上原価＋販売費及び一般管理費＋営

業外費用、損益は経常利益とする。 

２ 施設概要   ★該当事項に〇（□）印を表示（該当しない事項の削除は不可）。

施設名 介護付有料老人ホーム川崎 

施設の類型

及び表示事

項

類型

① 介護付（一般型・外部サービス利用型） 

２ 住宅型  ３ 健康型

★介護付の場合は、括弧内のどちらかに□をする。
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居住の権利形態

① 利用権方式   ２ 建物賃貸借方式 

３ 終身建物賃貸借方式 
★建物等が定期賃貸借の場合は、併せて・建物の利用は○年
○月○日までであること、・その後は貸主と新たな賃貸借
契約が締結されれば引き続き居住できること、・新たな契
約が締結されない場合の対応を記載する。

★「３終身建物賃貸借方式」は、高齢者の居住の安定確
保に関する法律第52条の規定による事業認可を受けた
ものに限る。 

入居時の要件
１ 自立   ２ 要介護  ③ 要支援・要介護 

４ 自立・要支援・要介護

介護保険

① 指定介護保険特定施設 

(番号 14□△〇□◇▽、指定年月日 〇年□月△日) 

介護専用型・混合型・混合型（外部サービス利用型）・地域

密着型・介護予防・介護予防（外部サービス利用型） 

２ 介護保険在宅サービス利用可 
★介護付有料老人ホームは１に該当するものとする。また、
指定の種類に□をする。

★一部の居室が特定施設入居者生活介護等の指定を受けて
いない場合は、当該居室への介護サービス提供はどのよう
になるのか明記。 

居室区分
① 全室個室（夫婦等居室含む）  ２ 相部屋あり 
★２人定員の居室であっても、夫婦、兄弟姉妹等を対象
とする居室は１に該当するものとする。 

介護に関わる職員体制

2.5：１以上
 要介護認定を受けている方に対して、現在及び
将来にわたって、要介護者2.5人に対して職員１人
以上の割合（年度ごとの平均値）で介護に当たり
ます。これは介護保険の特定施設入居者生活介護
サービスの職員配置基準（３：１以上）を上回る
手厚い体制であり、保険外に別途費用を受領でき
るとされています。
  なお、職員配置基準は、非常勤職員を常勤職員
に換算する方式で行います。また、常時要介護者2.
5人に職員が１人お世話するものではありません。
★指導指針の別表に基づいて、○：１の意味を説明する。
特に常に規定した職員が配置されているとの誤解が生
じやすいので、その旨記載するとともに、十分説明す
ること。 

提携ホームの利用等

① 提携ホーム利用可（一定の要介護状態になった
場合は、契約書に基づいて▽▽ホーム若しくは
△△ホームに移り住みとなります。この場合、
現ホームの利用権が承継され、追加費用はあり
ません。)

２ 提携ホーム移行型(             ) 

★１は、介護付有料老人ホームが記入する欄であり、一定の要介護状態になったと
きに移り住む場合、希望により系列等の施設への移り住みが可能な場合等、移り
住みに関して記入する。追加費用を要する場合はその旨を併せて記載する。

★２は、住宅型有料老人ホームが記入する欄であり、一定の要介護状態になったと
きに移り住む場合、希望により系列等の施設への移り住みが可能な場合等、移り
住みに関して記入する。追加費用を要する場合はその旨を併せて記載する。

★いずれの場合も契約書の規定に基づき記載する。

★該当がない場合は、（ ）に「－」を記載する。

開設年月日

平成１６年４月１日 
 ★現行の事業主体が現行の類型施設を開設した年月日を記載する。

（事業引継を受けた施設は、旧事業主体の開設年月日を記載しな
いこと。） 

施設の管理者氏名 川崎 正夫

所在地 川崎市○○区△△町○丁目○番地○号 

電話番号 ０４４（２００）○○○○
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交通の便 ※３ 
ＪＲ川崎駅西口より徒歩20分 

★距離表示をする場合は、通常の経路の距離を記載する。

ホームページアドレス ★ある場合のみ記載する。

敷地概要 ※４

権利形態 所有 ・ 借地 

(借地の場合の契約形態) 通常借地契約・定期借地契約 
★借地借家法に基づく定期借地以外の契約及び民法による契約は「通
常借地契約」に該当するものとする。

(借地の場合の契約期間) 平成16年２月１日～46年１月31日 

(通常借地契約における自動更新条項の有無)  無・有 

敷地面積   2,310㎡

建物概要

権利形態 所有 ・ 借家 

(借家の場合の契約形態) 通常借家契約・定期借家契約 
★借地借家法に基づく定期借家以外の契約及び民法による契約は「通
常借家契約」に該当するものとする。

(借家の場合の契約期間)  平成16年２月１日～46年１月31日 

(通常借家契約における自動更新条項の有無)   無・有 

建物の構造  鉄骨造 地下－階 地上４階建(耐火・準耐火・そ

の他) 

延床面積  4,200㎡（うち有料老人ホーム 4,000㎡） 
★同一建物内に他施設（通所施設や商業施設）がある場合は、必ず有
料老人ホームの面積を別途カッコ書きで記載する。

建築年月日 平成16年１月16日建築 ★当初の建築年月日を記入 

改築年月日    年 月 日改築  する。

建築確認の用途指定 有料老人ホーム・その他(      )

居室、一時介護室の概要

居室総数   ５７室   定員 ６０人(一時介護室を除く) 

(内訳)

居室定員 室 数 面  積

居室

個  室 ５７室  18.5㎡ ～ 30.5㎡

うち２人定員  ３室  30.5㎡ ～ 30.5㎡

２人部屋（相部屋）  －室      ㎡ ～     ㎡

人部屋（相部屋）  －室    ㎡ ～   ㎡

一時介護

室

個  室  １室  18.5㎡ ～ 18.5㎡

２人部屋（相部屋）  －室    ㎡ ～   ㎡

 人部屋（相部屋）  －室    ㎡ ～   ㎡

★従前、介護居室と一般居室を分けて記載していたが、それらの合計
数を枠内に必ず記すこと。一般居室または介護居室の内訳を記した
い場合、枠外に記載することは可能。

★２人定員居室であっても夫婦、兄弟姉妹等を対象とする居室は「個
室」に該当するものとする。「うち２人定員」欄に内数を記載する。
「２人部屋」はいわゆる相部屋をいうものとする。 

★該当しない項目には「－」を記載する。

★一時介護室は、居室総数や定員数に含めないこと。

共用施設・設備の概要（設

置箇所、面積、設備の整備

状況等） 

共同生活室(ﾕﾆｯﾄｹｱの場合) 設置階 －      (     ㎡)

食堂 設置階 １階     (   258.2㎡)

浴室(一般浴槽)
設置階 ２、３、４階  (     ㎡)

(2階16㎡×1、3階8㎡×2、4階8㎡×2)

浴室(特別浴槽) 設置階 １階     (   28.8㎡)
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★設置がない場合は、「－」
 を記入する。
★便所、洗面設備について
は、各居室に設置してある
場合 は併せて記入する。

★特殊浴槽が、一般浴槽と壁で仕切られていない部屋に設置されてい
る場合は、「浴室（特別浴槽）」欄に「一般浴槽と同一の場所に設
置」と記入するとともに、一般浴槽と特別浴槽それぞれの面積をそ
れぞれの欄に記載する。

★脱衣所の面積は、浴室面積に含めないこと。

便所 設置箇所 各居室、1～4階に共用

洗面設備 設置箇所 各居室、1～4階に共用 
★個室トイレ内にあるなど、明らかに手洗い機能だけのものなどは含
めないこと。 

医務室(健康管理室) 設置階 １階     (      12.0㎡)

談話室 設置階 ２、３、４階  ( 全て34.5㎡)

応接室/面談室 設置階 １階     (      18.0㎡)
★従前は談話室、応接室、面談室を一段で記していたが、談話機能を
有するところは談話室、私的な話や面談等ができるところは応接室
/面談室として、その機能に応じて該当する方に記載する。他との
兼用があれば、兼用している室名を記載する。 

事務室 設置階 １階

宿直室 設置階 －

洗濯室 設置階 ２、３、４階  (  全て9.5㎡)

汚物処理室 設置階  ２、３、４階

看護・介護職員室 設置階 ２、３、４階

機能訓練室

設置階 １階      (   38.2㎡)

他の共用施設との兼用 無・有 

（１階食堂の一部と兼用）

★他室と兼用の場合は、その旨を記載する。

健康・生きがい施設
設置階 理美容室 １階  ( 12.0㎡)

ｶﾗｵｹ室 １階 ( 18.0㎡)

★用途別に記載する。

外来者宿泊室 設置階       (     ㎡) 

★空いている居室を充てている場合は、記載しないこと。

エレベーター ※５    基(うちｽﾄﾚｯﾁｬｰ搬入可  基)

スプリンクラー 設置箇所    

居室のある区域の廊下幅 両手すり設置後の有効幅員 （  . ｍ～  . ｍ）

緊急通報装置等緊急連絡

・安否確認

緊急通報装置等の種類及び設置箇所 
 各居室及び共用施設（浴室、共同トイレ、食堂）に会話可

能な ナースコールを設置。各居室にセンサーを設置。
安否確認の方法・頻度等

  要介護の方には２時間に１回のほか適宜の居室見回り。 

同一敷地内の併設施設又

は事業所等の概要 ※６

通所介護事業所（弊社運営、事業所番号14◇◇△△◇△、200㎡） 

★該当がない合は「－」を記載する。

有料老人ホーム事業の提

携ホーム及び提携内容

▽▽ホーム（××市○○区☆☆）若しくは△△ホーム（××
県××郡○○町○）に、一定の要介護状態になった場合に移
り住み。また、災害発生時に適宜運営に協力。
★該当がない場合は「－」を記載する。

※３ 最寄りの交通機関からの距離を徒歩で示す場合は、１分を 80ｍ以下の距離で換算する

こと。 

※４ 借地契約を締結していない場合は、敷地面積のみ記入する。 

※５ ここでいうストレッチャーは標準仕様のものとする。 

※６ 同一建物内の施設は全て、営業主体と面積とともに記入する。併設施設又は事業所等

が、介護保険法により居宅サービス事業者として指定されている場合（指定居宅介護支

援を含む）は、その種類と番号を記載すること。 
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３ 利用料 ※７ 

（１）利用料の支払い方式 

支払い方式 ※８ 一時金方式    月払い方式    選択方式 

★一時金方式のみを設定しているときは「一時金方式」、月払い方式のみを設定しているときは「月
払い方式」、両方を設定しているときは「選択方式」に□をする。いずれか一つのみを選択し、
複数に□をつけないこと。 

（２）一時金方式 ★該当がない場合は、「－」を記入する。

費用の支払方法 ※９ 
入居一時金は入居時一括支払い。

月額利用料その他は、毎月の請求による月払い。

敷金  無 ・ 有（     円、家賃相当額の  か月分）  

入居一時金  

(介護費用の一時金除く)

 ① 法第29条第6項に規定される前払金

２ 上記以外の一時金    

2,550,000 円  

～4,250,000 円
★１は設置者が「家賃として受領する費用」にあたるもの。但し、敷金
は除くこととする（敷金は上段に記載済み）。２は１に該当しないも
のとする。

想定居住期間又は償却期間 ５年（６０月） 

算定の基礎（内訳） 

 想定居住期間内における前払い家賃相当額 

1人室は3万円×60月＝180万円、2人室は5万円×60月＝300万円

 想定居住期間を超えた部分における家賃相当額 

1人室は75万円、2人室は125万円 

★算定の根拠について、その内訳とともに記載する。

解約時の返還金（算定方

法等）

（１人室180万円の場合） 

想定居住期間内における前払い家賃相当額 

 ・返還額＝1,800,000÷1,826×契約解除(終了)後想定居住期間満了日までの日数

 ・但し入居後３月以内の契約解除の場合は 

  返還額＝1,800,000－（30,000÷30×入居日から契約解除(終了)日までの日数）

想定居住期間を超えた部分における家賃相当額 

 ・入居後３月以内の契約解除の場合は全額返還します。 

・入居後３月を経過後は返還額はありません。 

なお、返還金は契約解除(終了)後、３月以内に返還します。 

（２人室300万円の場合） 

想定居住期間内における前払い家賃相当額 

 ・返還額＝3,000,000÷1,826×契約解除(終了)後想定居住期間満了日までの日数

 ・但し入居後３月以内の契約解除の場合は 

  返還額＝3,000,000－（50,000÷30×入居日から契約解除(終了)日までの日数）

想定居住期間を超えた部分における家賃相当額 

 ・入居後３月以内の契約解除の場合は全額返還します。 

・入居後３月を経過後は返還額はありません。 

なお、返還金は契約解除(終了)後、３月以内に返還します。 

★償却の起算日、計算方法、返還の期日等について、契約書及び管理規程に基づいて記載する。

★入居後３月以内の契約解除（終了）の場合の返還金の算定方法等を併せて記載する。

返還の対象とならない

額の有無 

無 ・ 有（750,000円、2人室は1,250,000円） 

★返還の対象とならない額がある場合は、その額を明記する。

初期償却の開始日 
入居日 

★初期償却の開始日を記載する。
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介護費用の一時金 

－   円 ～    円 
★該当がある場合は、費用の性格を記入する。
★「特定施設入居者生活介護事業者が受領する介護保険の給付対象外の介
護 サービス費用について（平成12年3月30日付厚生省老人保健福祉局企
画 課長通知老企52号）に基づき、内訳（人員配置が手厚い場合の介護
サービス利用料、個別的な選択による介護サービス利用料及び要介護者
等以外への生活支援サービス費等の費用）を記載する。人員配置が手厚
い場合の介護サービス利用料については、介護保険給付及び利用者負担
分による収入によって賄えない額に相当するものとして合理的な積算根
拠の概要を記載する。 

算定の基礎（内訳）    － 

★算定の根拠について、その内訳とともに記載する。

解約時の返還金（算定方

法等） 
   － 

★償却の起算日、計算方法、返還の期日等について、契約書及び管理規程に基づいて記載する。

★入居後３月以内の契約解除（終了）の場合の返還金の算定方法等を併せて記載する。

返還の対象とならない

額の有無 

無 ・ 有（    円） 

★返還の対象とならない額がある場合は、その額を明記する。

初期償却の開始日 
★初期償却の開始日を記載する。

月額利用料  

 １５３，９００円 ～１８３，１００円 

  （１人室を１人で利用する場合は１５８，１００円） 
★介護保険の自己負担相当額は含めないものとする。

★夫婦等の入居がある場合は、その費用を記入する。  

年齢に応じた金額設定  無 ・ 有     

要介護状態に応じた金

額設定
  無 ・ 有 

料金プラン ※10 

月額利用料

内  訳 

管理費
介護 

費用 
食費 

光熱 

水費 

家賃 

相当額
その他

① 158,100 52,500 0 63,000 12,600 30,000 0

② 183,100 52,500 0 63,000 12,600 55,000 0

③ 153,900 52,500 0 63,000 8,400 30,000 0

 ①は１人室、②は２人室、③は２人室を２人で利用したとき 

算定根拠 ※11 

★算定の根拠につ

いて、記載する。

管理費 
 共用施設の維持管理費、運営管理にかかる事務経費

 管理部門の人件費等を勘案して算出 

介護費用    － 

食費 

 1月30日で計算（朝食525円、昼食735円、夕食840円）

 3日前までに欠食の申出があった場合は当該額はい

ただきません 

★欠食に関する規定を記載する。

光熱水費 
 共用部分の電気、ガス、水道料を勘案して算出 

★どの部分の費用であるかを明記する。

家賃相当額 
 近傍家賃相場（１㎡あたり平均3,200円）を勘案し

て算出 

その他 
   － 
★使途を記載する。 
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月額利用料に含まれない

実費負担等 ※12 

各居室の電気料及び水道料、医療費、理美容費、紙おむつ代、週

２回を超える入浴費用、協力医療機関以外への通院介助・移送サ

ービス、規定回以上の清掃・洗濯、買物・役所手続きの代行、レ

クレーション活動時の材料等の実費、カラオケ室使用料 

★実費負担となる費用項目を、全て記載する。

介護保険に係る利用料 

※13 

(適用を受ける場合は１割

が自己負担) 

特定施設入居者生活介護       （１か月30日の例） 

  月  額  自己負担額 

要介護１ ◇△,△◇△円 △,△◇△円

要介護２     ･･,…円    ･,…円

要介護３     ･･,…円    ･,…円

要介護４     ･･,…円    ･,…円

要介護５     ･･,…円    ･,…円

     個別機能訓練加算（無・有）、夜間看護体制加算（無・有）

     医療機関連携加算（無・有）、看取り介護加算（無・有） 

     介護職員処遇改善加算（無・有） 

介護予防特定施設入居者生活介護   （１か月30日の例） 

  月  額  自己負担額 

要支援１ □△,▽◇▽円 △,▽◇▽円

要支援２     ･･,…円    ･,…円

個別機能訓練加算（有・無）、医療機関連携加算（有・無）

     介護職員処遇改善加算（無・有） 

（３）月払い方式      ★該当がない場合は、「－」を記入する。

費用の支払方法 ※９ 月額利用料その他は、毎月の請求による月払い。 

敷金  無 ・ 有（130,000円または230,000円、家賃相当額の２か月分）

月額利用料 

 １８８，９００円 ～２４３，１００円 

  （１人室を１人で利用する場合は１９３，１００円） 
★介護保険の自己負担相当額は含めないものとする。

★夫婦等の入居がある場合は、その費用を記載する。

年齢に応じた金額設定  無 ・ 有      

要介護状態に応じた金

額設定 
  無 ・ 有 

料金プラン ※10 

月額利用料

内  訳 

管理費
介護 

費用 
食費 

光熱 

水費 

家賃 

相当額
その他

① 193,100 52,500 0 63,000 12,600 65,000 0

② 243,100 52,500 0 63,000 12,600 115,000 0

③ 188,900 52,500 0 63,000 8,400 65,000 0

①は１人室、②は２人室、③は２人室を２人で利用したとき 

算定根拠 ※11 

★算定の根拠につ

いて、記載する。

管理費 
 共用施設の維持管理費、運営管理にかかる事務経費

 管理部門の人件費等を勘案して算出 

介護費用    － 
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食費 

 1月30日で計算（朝食525円、昼食735円、夕食840円）

 3日前までに欠食の申出があった場合は当該額はい

ただきません 

★欠食に関する規定を記載する。

光熱水費 
 共用部分の電気、ガス、水道料を勘案して算出 

★どの部分の費用であるかを明記する。

家賃相当額 
 近傍家賃相場（１㎡あたり平均3,200円）を勘案し

て算出 

その他 
   － 
★使途を記載する。 

月額利用料に含まれない

実費負担等 ※12 

各居室の電気料及び水道料、医療費、理美容費、紙おむつ代、週

２回を超える入浴費用、協力医療機関以外への通院介助・移送サ

ービス、規定回以上の清掃・洗濯、買物・役所手続きの代行、レ

クレーション活動時の材料等の実費、カラオケ室使用料 

★実費負担となる費用項目を、全て記載する。

介護保険に係る利用料 

※13 

(適用を受ける場合は１割

が自己負担) 

特定施設入居者生活介護       （１か月30日の例） 

  月  額  自己負担額 

要介護１ ◇△,△◇△円 △,△◇△円

要介護２     ･･,…円    ･,…円

要介護３     ･･,…円    ･,…円

要介護４     ･･,…円    ･,…円

要介護５     ･･,…円    ･,…円

     個別機能訓練加算（無・有）、夜間看護体制加算（無・有）

     医療機関連携加算（無・有）、看取り介護加算（無・有） 

     介護職員処遇改善加算（無・有） 

介護予防特定施設入居者生活介護   （１か月30日の例） 

  月  額  自己負担額 

要支援１ □△,▽◇▽円 △,▽◇▽円

要支援２     ･･,…円    ･,…円

個別機能訓練加算（無・有）、医療機関連携加算（無・有）

     介護職員処遇改善加算（無・有） 

（４）共通事項 

改定ルール（勘案する要素

及び改定手続等） 

神奈川県に係る消費者物価指数及び人件費等を勘案し、運営

懇談会の意見を聴いて同意を得たうえで行う。 

一時金の返還金の保全措置 無 ・ 有
保全措置の内容( 〇×信託銀行による信託保証 )

無の場合の理由(              )

サービスの提供に伴う事

故等が発生した場合の損

害賠償保険等への加入

 無 ・ 有  有の場合の保険名 

(介護事業者総合賠償責任保険、□▽損害保険会社)

消費税の対象外とする利

用料等 

入居一時金及び家賃相当額。
なお、それ以外の費用は消費税等を含んだ金額です。
★この説明書では総額表示であり、消費税等の対象外の費用を明記す
る。また、それ以外の費用は消費税等を含んだ金額であることを明
記する。
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短期利用の設定（短期利用

特定施設入居者生活介護

の届出がある） 

 無 ・ 有    有の場合は 

          別添短期利用のサービス等の概要 参照 

★短期利用特定施設入居者生活介護の届出がある場合のみ該当。 

※７ 総額表示のこと。 

※８ 一時金方式と月払い方式の併用の場合は選択方式とする。 

※９ 入居一時金や月額利用料の請求時期や支払い方法等を記入する。 

※10 複数の料金プランがあるときはそれぞれのプランの金額を示す。多様なプランがある

ときは別紙による明記でも可能だが、その場合でも、最低額、最高額、標準的な額のプ

ランは枠内に記載すること。 

※11  介護費用は介護保険に係る利用料を除く。 

食費が１日単位の場合は、１か月 30 日の場合の費用を記入するとともに、その旨記入

する。 

光熱水費は当該費用に含まない部分（居室等）の負担がある場合は、その旨記入する。 

※12 見込まれる総ての項目名を列記すること。 

※13 個別機能訓練加算、夜間看護体制加算、医療機関連携加算、看取り介護加算及び介護

職員処遇改善加算を含めて記入する。 

４ サービスの内容 

月額利用料（介護費用、光

熱水費、家賃相当額を除く

）に含まれるサービスの内

容・頻度等

管理費  共用施設の維持管理、相談・取次ぎ等 

食費  ３食の提供、配膳、下膳 

その他  － 

 ★「３利用料 月額利用料」欄のうち管理費、食費、その他につい
て、具体的なサービス内容を記載する。

(介護予防)特定施設入居

者生活介護による保険給

付及び介護費用によりホ

ームが提供する介護サー

ビスの内容・頻度等

 別添 介護サービス等の一覧表による

月額利用料に含まれない

実費負担の必要なサービ

スとその利用料

 別添 介護サービス等の一覧表及び管理規程による

一部又は全部の業務を委

託する場合は委託先及び

委託内容 ※14

調理委託  □▽配食サービス株式会社 

３食の調理、配膳、下膳

苦情解決の体制（相談窓口

､責任者､連絡先、第三者機

関の連絡先等） ※15

施設及び本社
 ・施設担当者－川崎太郎 ℡０４４（２００）○○○○

・本社お客様相談室 ℡０４４（２００）○○○○ 

施設及び本社での解決が難しい場合は、次の第三者機関や行
政に相談することができます。
 ・社団法人全国有料老人ホーム協会（★会員の場合）
   ℡０３－３５４８－１０７７
 ・神奈川県国民健康保険団体連合会 介護苦情相談課
     ℡０４５－３２９－３４４７
  ・川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課
   ℡０４４－２００－２４５４
★指導指針「８（８）苦情処理」の規定に基づき記入する。なお、苦
情は施設及び本社での解決を原則とすることを記入する。

★全国有料老人ホーム協会は、会員のみ記入する。
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事故発生時の対応（医療機

関等との連携、家族等への

連絡方法・説明等）

事故対応マニュアルに基づいて、応急措置、協力医療機関

である○×医院への搬入若しくは１１９番通報による他の

医療機関への搬入を行うとともに、施設長から家族への連

絡を行います。また、事故についての検証、今後の防止策

を講じます。

事故発生の防止のための

指針 

無 ・ 有 

★施設として管理規程等で入居者、家族等に向けて提示したものであ
り、職員用の対応マニュアル等は指針に該当するものとはしない。

損害賠償（対応方針及び損

害保険契約の概要等）

介護サービス等の提供に当たり、事故が発生し入居者の生
命、身体、財産に損害が生じた場合は、地震・津波等の天
災、戦争・暴動等、入居者の故意によるもの等を除いて速
やかに損害を賠償します。ただし、入居者に重大な過失が
ある場合には、賠償額を減ずることがあります。
★「サービスの提供に伴う事故等が発生した場合の損害賠償保険等へ
の加入」欄の保険内容を基本に、施設の方針を記載する。  

(社)全国有料老人ホーム

協会及び同協会の入居者

基金制度への加入状況

 協 会 へ の 加 入   無 ・ 有 

 入居者基金への加入  無 ・ 有 

※14 施設の警備業務など入居者の処遇と直接関わらない業務は除く。 

※15 施設の体制と併せて、神奈川県国民健康保険団体連合会や(社)全国有料老人ホーム協

会など、入居者が利用可能な第三者機関及び行政の担当部署の名称及び連絡先を記入。 

５ 介護を行う場所等 

要介護時(認知症を含む)に

介護を行う場所

入居している居室で介護します。

ただし、心身の状況により居室移動の場合があります。

入

を居

住後

みに

替居

え室

る又

場は

合施

設

居室から一時介護室

へ移る場合(判断基準

･手続、追加費用の要

否、居室利用権の取扱

い等)

・急激な体調の変化等、一時的な常時見守りが必要になっ
た場合や、退院後の日常生活に慣れるまでの一定期間等
について、本人の申し出により一時介護室で介護するこ
とが可能です。この場合、居室の利用権は存続します。
追加費用はありません。

・介護上の必要がある場合は、医師の意見を聞き、本人の
意思を確認するとともに、身元引受人の意見を聞いた上
で一時介護室で介護する場合があります。追加費用はあ
りません。 

従前の居室から別の

居室へ住み替える場

合（同上）

居室から他の介護居室への住み替え
  適切な介護サービス提供のため、一定の観察期間を設

け、医師の意見を聞いた上で、居室（個室）を変更して
いただくことがあります。この場合、入居者本人及び身
元引受人の同意の上で住み替えていただきます。なお、
利用権の対象居室は、当初の居室から住み替え後の居室
に変更となります。また、居室が個室の場合は、個室へ
の変更となります。追加費用はありません。

    夫婦等で２人定員居室入居者については、住み替えは
ありません。

  ２・３人室については、介護居室（個室）の手続と同
様となります。追加費用はありません。１人当たりの居
室面積が減少する場合がありますが、減額調整は行いま
せん。

入居者からの住み替え申し込み 

    現居室の補修費用をお支払いいただきます。
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提携ホームへ住み替

える場合（同上）

原則として要介護４若しくは５となり、かつ一定の観察
期間の状態をもとに施設長、介護リーダー、看護師及び嘱
託医で構成するケア会議の判断を踏まえ、入居者及び身元
引受人の同意により提携ホーム（▽▽ホーム）に住み替え
ていただきます。この場合、居室の終身利用権は、当ホー
ムから▽▽ホームの介護居室に変更となります。追加費用
はありません。１人当たりの居室面積が減少することがあ
りますが、費用の調整は行いません。
 夫婦等で２人定員居室入居者については、一方の入居者が上
記に該当する場合は、その方のみ住み替えていただきます。そ
の後、もう一方の方が住み替えとなった場合は、同一居室とな
るよう最大限配慮します。

★住み替えに当たり、入居一時金償却の調整の有無、従前居室からの面積の増減の有無、 
住み替えにかかる費用等について、管理規程等に基づき記入する。 

６ 医療 

協力医療機関（又は嘱託医

）の概要及び協力内容

名称 ○◇病院 △〇歯科医院

診療科目 内科、外科、精神科 歯科

所在地 川崎市○▽町111 川崎市◇□町222

距離及び所要時間 約３km、車で６分 約２km、車で４分

協力内容
随時診察、夜間緊急
診察・入院、定期健
康診断（年２回）

月１回検診

入居者が医療を要する場

合の対応（入居者の意思確

認、医師の判断、医療機関

の選定、費用負担、長期に

入院する場合の対応等）

通院－協力医療機関への通院同行は、月額利用料に含みます。
入院－・医師の判断を基本として、入居者及びご家族とお話

し合いいただき、協力医療機関又は希望する病院に
入院となります。

   ・入院期間中は、月額利用料のうち管理費及び家賃相
当額をお支払いください。

       ・協力医療機関への入退院の移送・同行に係る費用は、
介護費用の一時金に含みます。

      ・入院に係る費用は入居者の負担となります。
   ・入院中も居室利用権は存続し、施設の都合で居室を

使用することはありません。また、週２回の清掃を
行います。

★入院期間中の利用料及び長期入院の場合の対応は、必ず記載する。
★入院期間中の管理費等の徴収については、管理規程に基づき記載す
る。 

７ 入居状況等                       (平成２４年７月１日現在) 

入居者数及び定員   ５１人（定員 ６０人）

入居者内訳

性 別  男性 １５人 、女性 ３６人

介護の

要否別

 自 立  －人 

 要介護 ４１人 

  (内訳)要介護１    ７人 

     要介護２   １２人 

     要介護３   １０人 

     要介護４    ７人 

     要介護５    ５人 

 要支援 １０人 

  (内訳)要支援１    ４人 

     要支援２    ６人 

 未認定  －人 
★該当がない場合は、「－」を記入する。 
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平均年齢  ８４．６歳（男性 ８０．５歳、女性 ８６．７歳）

運営懇談会の開催状況 

(開催回数、設置者の役  

職員を除く参加者数、 

主な議題等)

年２回実施（平成２３年度）
第１回（８月）－出席３３人 

・２２年度の会社決算及び施設の収支状
況、施設運営状況について 

・事故発生及び苦情の申立て状況と対応に
ついて

第２回（２月）－出席３９人 
・法律改正に伴う介護報酬の改定と料金

変更のみとおしについて
・事故発生及び苦情の申立て状況と対応に

ついて
★新規施設については、運営懇談会細則等に基づいて、予定回数や予
定議題等を記載する。 

注) 介護の要否別及び平均年齢については、入居者数が少ない等の状況により、個人が 
特定される場合には、プライバシー保護の観点から記入する必要はない。 

８ 職員体制                        (平成２４年７月１日現在) 

  職 員 数

常勤換算後の 夜 間 勤 務 職 員 数

(17時～翌10時)

（最少人数）

備  考 

（資格・委託等）人数 うち自立対応

従

業

者

の

内

訳

管理者  １   (      )

   1.2    0.2生活相談員 ２  (  １  )

直接処遇職員 ２３  ( ５  )  20.2   1.2    ２  

介護職員 ２０  ( ４  )  18.0   1.0

看護職員  ３  ( １  )   2.2   0.2

機能訓練指導員
 １  ( １  ) 非常勤看護師 

１名が兼務 

理学療法士     (    )

作業療法士     (    )

その他  １  ( １  )  看護師が兼務 

計画作成担当者  １  (    )  介護支援専門員 

医師  １  ( １  )  嘱託 

栄養士  １  ( １  )  委託 

調理員  ４  ( ２  )  委託 

事務職員  ２  ( １  )

その他職員     (    )

  合   計 ３５  ( １１ )      ２  

注１) 職員数欄の(  )内は、非常勤職員数で内数。 

２) 直接処遇職員は、要介護者及び要支援者に対して介護サービスを提供する職員と自立

者に対して一時的な介護その他日常生活上必要な援助を行う職員を合わせた数とし、ま

た、常勤換算後の人数において、自立者対応の人数を内数で記入。 

３）機能訓練指導員及び計画作成担当者が他の職務を兼務している場合は、職員数の人数

に※印をつけるとともに、兼務している職名を備考欄に記入。 

４) 備考欄には、直接処遇職員や調理員等の委託、看護職員等の機能訓練指導員兼務、計

画作成担当者の介護支援専門員資格等を記入。 
★夜間勤務職員数欄の勤務時間を忘れずに記載する。また、夜勤職員数は、最小の実際の夜間職員数を記載する。
★常勤換算後の人数欄で、「うち自立対応」について、該当がなければ「－」を記載する。
★医師、栄養士、調理員等で、嘱託・委託の場合にも、その者が常勤か非常勤かを記載する。
★合計は、実数を記入する。（記載例で、看護師が兼務する機能訓練指導員１名は含めないものとする。）
★計画作成担当者は、介護支援専門員の資格を有する者でなければいけないことに留意すること。
★開業前の施設にあっては、表右上の年月日に代えて「入居者○人中○人の要介護者を想定」という注記を記載
する。
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○要介護者・要支援者に対する直接処遇職員体制 

(特定施設入居者生活介護事業者（介護予防特定施設入居者生活介護を含む）の指定を受け

た施設のみ記入。利用者数の「前年度の平均値」及び職員数の「常勤換算方法」等につい

ては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年３月 31 日

厚生省令第 37 号)等の規定によること) 

前々年度の平均値  前年度の平均値 今年度の平均値 ※18

要支援１の人数     ９         ８     ７ 

要支援２及び要介護者の人数    ４１    ４６       ４４ 

指定基準上の直接処遇職員の

人数 ※16
   １５    １７    １６ 

配置している直接処遇職員の

人数 ※17
   20.1    21.1       20.2 

要支援者・要介護者の合計数人

に対する配置直接処遇職員の

人数の割合

2.1：１ 2.2：1 2.2：1

★要支援１の人数に０.３を乗じた数と要介護者及び要支援２
の人数の合計を、配置している直接処遇職員の人数で除して
求め、小数点第２位以下を切り捨てて計算する。 

常勤換算方法の考え方 常勤職員の週勤務時間40時間で除して算出 ★時間数を記入

従業者の勤務体制の概要

介護職員 早番  ７：００～１６：００（Ａ勤） 

     日勤  ８：３０～１７：３０（Ｂ勤） 

     遅番 １２：００～２１：００（Ｃ勤） 

     夜勤 １７：００～１０：００ 
★早番等の名称の如何を問わず、最も該当する項目にその時間帯を
記載する。それが困難な場合は、時間の後に（ ）で名称を記載
する。 

看護職員 早番  ７：３０～１６：３０ 

     日勤  ８：３０～１７：３０ 

     遅番  ９：３０～１８：３０ 

     夜勤   ：  ～  ： 

★同上

※16 常勤換算後の人数。 
※17 常勤換算後の人数。自立者対応の人数を除く。 
※18 今年度の平均値は、作成日の前月までの平均値とすること。 
★常勤換算方法の考え方欄の時間数を忘れずに記載する。
★「指定基準上の直接処遇職員の人数」欄については、要支援１は10:1、要介護者及び要支援２は３:１に対
応する直接処遇職員数をそれぞれ求め、合計する。小数点以下は、切り上げる。

○介護職員の保健福祉に係る資格取得状況  

社会福祉士    １人（ －人 ） ホームヘルパー１級    －人（ －人 ）

介護福祉士    ３人（ －人 ） ホームヘルパー２級   １１人（ １人 ）

介護支援専門員    ２人（ １人 ） ホームヘルパー３級    －人（ －人 ）

介護職員基礎研修修了    １人（ ２人 ） 無資格者    ２人（ －人 ）

注) 資格を複数持っている職員がいる場合は、社会福祉士、介護福祉士の順に優先して記

入する。他の資格を持っている職員を（ ）に外数で記入する。 
★記載例では、「社会福祉士・介護支援専門員」１名、「介護福祉士・介護職員基礎研修終了」２名、「介護
職員基礎研修終了・ホームヘルパー２級」１名を想定。複数有資格者＝（ ）内は４名で、介護職員総数は
２０名。

★該当がない場合は、「－」を記入する。
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９ 入居・退居等  

入居者の条件（年齢、心身

の状況(自立・要支援・要

介護)等）

おおむね６５歳以上の要支援または要介護の方。

身元引き受け人等の条件

及び義務等

身元引受人は、本契約に基づく入居者の事業者に対する債務につ
いて、入居者と連帯して履行の責を負います。また、必要なとき
には、入居者の身柄を引き取ります。

生活保護受給者の受入れ対応

否 ・ 可 

★生活保護受給者の受け入れ実態が現にあるか否かではなく、受け入
れる可能性があり得るのか否かでいずれかに□をすること。 

施設又は入居者が入居契

約を解除する場合の事由

及び手続等 ※19

（施設からの契約解除）
１ 事業者は、入居者が次の各号にいずれかに該当し、かつその
ことが 本契約をこれ以上将来にわたって維持することが著し
く困難と認められる場合に、本契約を解除することがあります。
 一 入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入

居したとき
 二  月額の利用料その他の支払いを正当な理由がなくしばしば

遅滞するとき
 三 入居契約書第○条(禁止又は制限される行為)の規定に違反

したとき
 四 入居者の行動が、他の入居者の生命に危害を及ぼす恐れがあ
り、かつ入居者に対する通常の介護方法ではこれを防止する
ことができないとき

２ 前項の規定に基づく契約の解除の場合は、事業者は次の各号
の手続きによって行います。
 一 契約解除の通告について90日の予告期間をおく
 二 前号の通告に先立ち、入居者及び身元引受人等に弁明の機

会を設ける
 三 解除通告に伴う予告期間中に、入居者の移転先の有無につ

いて確認し、移転先がない場合には、入居者や身元引受人等
その他関係者、関係機関と協議し、移転先の確保について協
力する

３ １四によって契約を解除する場合には、事業者は前項に加え
て次の 各号の手続きを行います。
 一 医師の意見を聴く

 二 一定の観察期間をおく 
★施設からの契約解除の契約書の規定は、指針「１２契約内容等」に規 
定する内容（入居者の権利を不当に狭めるものとなっていないこと、施
設からの解除条件は限定されるものであること等）に基づいて定められ
ているか留意する。 

参考：入居契約書第○条（禁止又は制限される行為）

 １ 入居者は、目的施設の利用にあたり、目的施設又はその敷地内において、

次の各号に掲げる行為を行うことはできません。

  一 銃砲刀剣類、爆発物、有毒物等の危険な物品等を搬入・使用・保管する

こと

  二 大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること

  三 配水管その他を腐食させるおそれのある液体等を流すこと

  四 テレビ・ステレオ等の操作、楽器の演奏その他により、大音量等で近隣

に著 しい迷惑を与えること

  五 大型動物、猛獣・毒蛇等の飼育及び大型植物、有毒植物の栽培

２ 入居者は、目的施設の利用に当たり、事業者の承諾を得ることなく、次の

各号に掲げる行為を行うことはできません。また、事業者は、他の入居者か

らの苦情その他の場合に、その承諾を取り消すことがあります。

一 犬、猫等の小動物の飼育

  二 居室及び指定場所以外に物品を置くこと

  三 営利その他の目的による勧誘・販売・宣伝・広告などの活動を行うこと

  四 目的施設の増築・改築・移転・改造、居室の造作の改造等を伴う模様替

え、敷地内に工作物を設置すること

  五 管理規程その他の文書において、事業者がその承諾を必要と定める行為

（入居一時金の返還について） 
「３ 利用料  解約時の返還金」のとおり計算し、契約終了日
の翌日から起算して60日以内に返還します。
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★最低限、「施設からの契約解除」、「入居者からの契約解除」、「入
居一時金の返還」について、入居契約書 の規定を、原文の趣旨を
損なわずに記載する。

前年度１年間の施設から

の契約解除件数

   １件 

★解除の理由は記載不要。

体験入居の期間及び費用

負担等

１泊２日8,400円、７日を上限として体験入居契約を締結し

ます。介護保険の適用はありません。
★期間は１週間程度とすること。（指針 12契約内容等を参照） 
★短期利用特定施設入居者生活介護（短期利用）のことをここに記さ
ないこと。

※19 入居契約の条項に沿って、解除の事由及び手続、予告期間、入居一時金の返還時期等

を正確に記入。 

１０ 情報開示 

入居希
望者等
への情
報開示
 ※20 

重要事項説明書の公開  １ 公 開（ 閲覧 ・ 写し交付 ）  ２ 非公開

入居契約書の公開  １ 公 開（ 閲覧 ・ 写し交付 ）  ２ 非公開

管理規程の公開  １ 公 開（ 閲覧 ・ 写し交付 ）  ２ 非公開

財務諸表の公開  １ 公 開（ 閲覧 ・ 写し交付 ）  ２ 非公開

事業収支計画の公開  １ 公 開（ 閲覧 ・ 写し交付 ）  ２ 非公開

※20 指導指針上、重要事項説明書、入居契約書及び管理規程は写し交付、その他は少な
くとも閲覧であることに留意すること。 

添付書類：「別添１ 介護サービス等の一覧表」 

★別添１は例外なく添付すること。

          「別添２ 短期利用のサービス等の概要」（設定がある場合のみ） 

★別添２は短期利用サービスの設定がなければ添付は不要。

 契約の締結に当たり、利用料の詳細な支払い方法を含め、本有料老人ホーム重要事項説明書

により説明を行いました。 

年  月  日    説明者署名            

契約の締結に当たり、利用料の詳細な支払い方法を含め、本有料老人ホーム重要事項説明書

により説明を受けました。 

年  月  日    署   名           

★ この重要事項説明書は、入居相談があったとき、または求めに応じて交付するものです。特に設
置者の概要、有料老人ホームの類型及び指定居宅サービスの種類、契約内容を十分理解した上で契
約を締結できるよう、契約締結前に十分な時間的余裕を持って重要事項説明書の内容について十分
に説明を行うこととし、その際には説明を行った者及び説明を受けた者はそれぞれに署名を行って
ください。
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  さらに、施設においては全ページをコピーし、保管してください。
  なお、重要事項説明書を交付しただけで入居希望者に懇切丁寧に説明することなく、入居契約締
 結の際に、形式的に重要事項説明書への署名を求めることはしないこと。 

利用料の詳細な支払い方法を含めて、本有料老人ホーム重要事項説明書により説明を行ったことにつ 
いて、説明者は署名をするものであり、このことを認識し且つその責務を果たしたことを前提として説
明を受けた者より署名を受け、その上でこれを交付すること。 


